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年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
し

て
い
る
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保

険
者
（
保
険
料
納
付
免
除
者
を
除

く
）
で
、20
歳
以
上
60
歳
未
満
（
国

民
年
金
の
任
意
加
入
者
は
65
歳
未

満
）
の
方
が
加
入
で
き
ま
す
。

メ
リ
ッ
ト
の
多
い
年
金
制
度
で
す

・
支
払
っ
た
保
険
料
は
全
額
が
社

　

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
、　

　

運
用
益
も
非
課
税
で
税
制
面
で

　

大
き
な
優
遇
措
置
が
あ
り
ま
す
。

・
積
立
方
式
で
、
少
子
高
齢
化
に

　

強
い
年
金
で
す
。

・
80
歳
前
に
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
、

　

遺
族
に
死
亡
一
時
金
が
支
払
わ　

　

れ
ま
す
。 農

業
者
年
金
に
加
入
し
よ
う

農
業
者
年
金
に
加
入
し
よ
う

令
和
５
年
住
宅
・
土
地
統
計
調
査

令
和
５
年
住
宅
・
土
地
統
計
調
査

10
月
１
日
を
調
査
日
と
し
て
全

国
で
「
令
和
５
年
住
宅
・
土
地
統

計
調
査
」
を
実
施
し
ま
す
。

本
調
査
は
、
住
生
活
に
関
す
る

最
も
基
本
的
で
重
要
な
も
の
で
、

本
市
で
は
約
２
５
０
０
世
帯
を
対

象
と
し
た
５
年
に
１
度
の
大
規
模

な
調
査
で
す
。
９
月
ご
ろ
か
ら
、

調
査
対
象
と
な
る
世
帯
に
は
調
査

員
が
訪
問
し
ま
す
の
で
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
回
答
・
郵
送
提
出
・
調

査
員
に
提
出
の
い
ず
れ
か
で
、
必

ず
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

主
な
調
査
事
項

・
現
在
住
ん
で
い
る
住
居
・
敷
地

　

に
関
す
る
事
項

・
世
帯
な
ど
に
関
す
る
事
項

・
現
住
居
以
外
の
住
宅
・
土
地
に

　

関
す
る
事
項
な
ど

※
調
査
員
は
、
千
葉
県
知
事
が
任

命
す
る
「
調
査
員
証
」
を
必
ず
携

行
し
て
い
ま
す
。

※
調
査
票
の
回
答
内
容
は
、
統
計

法
に
基
づ
き
厳
重
に
保
護
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
調
査
関
係
者
に
は
厳

格
な
守
秘
義
務
が
課
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
企
画
政
策
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
４

・
保
険
料
の
国
庫
補
助
が
受
け
ら　

　

れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

・
原
則
65
歳
か
ら
終
身
（
生
涯
）

　

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

保
険
料　

月
額
２
万
円
（
35
歳
未　

　

満
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す
方

　

は
１
万
円
）
〜
６
万
７
千
円
の　

　

範
囲
で
自
由
に
決
め
ら
れ
ま
す
。

　

加
入
後
も
い
つ
で
も
見
直
す
こ

と
が
で
き
、
途
中
脱
退
や
再
加
入

も
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
農
業
委
員
会
事
務

局
、
農
業
委
員
、
ま
た
は
推
進
委

員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
農
業
委
員
会
事
務
局

　

☎
４
４
３
‐
１
４
８
３

ス
マ
ホ
教
室
を
開
催

ス
マ
ホ
教
室
を
開
催

　

ス
マ
ホ
に
興
味
は
あ
る
け
ど
使

え
る
か
心
配
、
基
本
的
な
使
い
方

を
知
り
た
い
方
な
ど
を
対
象
に
、

日
常
よ
く
使
う
機
能
を
中
心
に
楽

し
く
わ
か
り
や
す
い
ス
マ
ホ
教
室

を
開
催
し
ま
す
。
１
人
に
１
台
ス

マ
ホ
を
貸
し
出
し
ま
す
。

ス
マ
ホ
入
門
編

時
９
月
５
日
㈫
・
10
月
18
日
㈬
・

11
月
15
日
㈬

ス
マ
ホ
の
基
本
と
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
編

時
９
月
20
日
㈬
・
10
月
31
日
㈫
・

11
月
28
日
㈫

場
中
央
公
民
館

定
各
日
５
人
（
申
込
順
）

（
最
小
実
施
人
数
３
人
）

費
無
料

申
シ
ス
テ
ム
管
理
課
の
窓
口
、
電

　

話
、
八
街
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の

　

い
ず
れ
か
で
申
し
込
み
。

問
シ
ス
テ
ム
管
理
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
８

小
学
校
入
学
予
定
の
お
子
さ
ん
の
健
康
診
断
を
実
施

小
学
校
入
学
予
定
の
お
子
さ
ん
の
健
康
診
断
を
実
施

　

令
和
６
年
４
月
に
小
学
校
入
学

を
予
定
し
て
い
る
お
子
さ
ん
（
平

成
29
年
４
月
２
日
〜
平
成
30
年
４

月
１
日
生
ま
れ
の
お
子
さ
ん
）
の

就
学
時
健
康
診
断
を
実
施
し
ま
す
。

　

市
内
の
公
立
・
私
立
保
育
園
、

公
立
・
私
立
幼
稚
園
、
私
立
こ
ど

も
園
、
認
可
外
保
育
施
設
に
通
園

さ
れ
て
い
る
お
子
さ
ん
と
市
外
の

幼
稚
園
な
ど
に
通
園
さ
れ
て
い
る

お
子
さ
ん
、
在
宅
保
育
を
し
て
い

る
お
子
さ
ん
で
健
康
診
断
の
受
診

方
法
が
異
な
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
お
子
さ
ん
の
保
護

者
の
方
に
、
就
学
時
健
康
診
断
の

日
程
や
受
診
方
法
な
ど
の
ご
案
内

を
９
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
案
内
文
で
確
認
を

し
て
く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
４
６

量
水
器
（
水
道
メ
ー
タ
ー
）
交
換
の
お
知
ら
せ

量
水
器
（
水
道
メ
ー
タ
ー
）
交
換
の
お
知
ら
せ

　

水
道
課
で
は
計
量
法
に
よ
り
、

検
定
期
間
を
満
了
す
る
量
水
器（
水

道
メ
ー
タ
ー
）
を
新
し
い
も
の
に

交
換
し
ま
す
。
交
換
作
業
に
は
、

委
託
業
者
（
八
街
市
管
工
事
協
同

組
合
）
が
伺
い
ま
す
の
で
、
交
換

作
業
が
し
や
す
い
よ
う
、
メ
ー
タ

ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
物
を
置
い
た

り
、
車
を
駐
車
し
な
い
よ
う
お
願

し
ま
す
。
留
守
で
も
交
換
作
業
を

行
い
ま
す
。

実
施
世
帯　

９
月
〜
12
月
の
検
針

　

時
に
別
途
通
知
し
ま
す
。

実
施
期
間　

９
月
下
旬
〜
令
和
６

　

年
１
月
下
旬
頃

費
無
料

問
水
道
課

　

☎
４
４
３
‐
０
６
７
７

市
立
幼
稚
園
で
ひ
よ
こ
広
場
（
未
就
園
児
保
育
）

市
立
幼
稚
園
で
ひ
よ
こ
広
場
（
未
就
園
児
保
育
）

　

幼
稚
園
の
先
生
や
園
児
と
一
緒

に
遊
び
ま
す
。
（
保
護
者
同
伴
）

八
街
第
一
幼
稚
園

　

９
月
11
日
㈪
・
水
遊
び

※
着
替
え
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

11
月
６
日
㈪
・
秋
の
自
然
物
遊
び

朝
陽
幼
稚
園

10
月
16
日
㈪
・
運
動
遊
び

12
月
４
日
㈪
・
ク
リ
ス
マ
ス
制
作

　

各
日
午
前
10
時
〜
11
時

　

詳
し
く
は
、
各
幼
稚
園
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
八
街
第
一
幼
稚
園

　

☎
４
４
３
‐
２
１
１
０

問
朝
陽
幼
稚
園

　

☎
４
４
３
‐
５
１
０
０

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
は
お
早
め
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
は
お
早
め
に

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請

し
た
方
に
は
、
順
次
、
交
付
通
知

書
を
送
付
し
て
、
受
け
取
り
を
お

願
い
し
て
い
ま
す
。

　

２
月
28
日
㈫
ま
で
に
申
請
し
た

方
は
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
２
弾

の
対
象
と
な
り
、
申
込
期
限
が
９

月
30
日
㈯
と
迫
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
９
月
の
窓
口
は
混

雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
早

め
に
受
け
取
り
を
お
願
い
し
ま
す
。

受
取
日
時

・
月
曜
〜
金
曜
日

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

・
夜
間
開
庁
（
毎
週
火
曜
日
）

　

午
後
５
時
15
分
〜
８
時

（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

・
日
曜
開
庁
（
毎
月
最
終
日
曜
日
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

・
第
２
日
曜
日

　

９
月
10
日
㈰

※
第
２
日
曜
日
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
専
用
窓
口
の
開
設
は
９
月

ま
で
で
す
。

受
取
場
所

　

市
民
課

問
市
民
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
２
０

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト

　

顔
写
真
の
撮
影
な
ど
申
請
の
補

助
を
行
う
出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト
を

実
施
し
ま
す
。
出
張
申
請
サ
ポ
ー

ト
で
、
申
請
し
た
方
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
は
自
宅
に
郵
送
し
ま
す
。

時
９
月
16
日
㈯

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

場
中
央
公
民
館

対
八
街
市
に
住
民
票
が
あ
り
、
マ

　

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
初
め
て

　

申
請
さ
れ
る
方

申
請
に
必
要
な
も
の

・
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は

　

個
人
番
号
通
知
書

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持

　

ち
の
方
の
み
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
申

　

請
書
（
お
持
ち
の
方
）

・
本
人
確
認
書
類
Ａ
１
点
ま
た
は

Ｂ
２
点
（
原
本
・
有
効
期
限
内

　

の
も
の
に
限
る
）

Ａ
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・

　

身
体
障
害
者
手
帳
・
在
留
カ
ー

　

ド
な
ど

Ｂ
健
康
保
険
証
・
介
護
保
険
証
・

　

年
金
手
帳
（
年
金
証
書
）・
学

　

生
証
・
こ
ど
も
医
療
費
助
成
受

　

給
券
な
ど

※
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は

個
人
番
号
通
知
書
を
紛
失
さ
れ
た

方
は
、
Ａ
２
点
も
し
く
は
Ａ
１
点

＋
Ｂ
１
点
が
必
要
で
す
。

※
15
歳
未
満
の
方
は
、
親
権
者
の

同
行
と
親
権
者
の
本
人
確
認
書
類

も
必
要
で
す
。

※
申
請
に
必
要
な
も
の
が
揃
っ
て

い
な
い
場
合
は
、
後
日
、
市
民
課

で
受
け
取
り
と
な
り
ま
す
。

問
市
民
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
２
０

八街市公式 LINE

八街市HP

問

問

時

場定費申問費問

問問問 問

時場対

問

時

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５


